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◆第８回◆教育法規②-１

学校教育に関する法規

教員養成セミナー2019年４月号
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講師：植竹 丘（共栄大学）



教職員の職務と配置

テーマ１



学校教育法第37条第1〜3項
小学校には，校長，教頭，教諭，養護教諭及び事務

職員を置かなければならない．
２ 小学校には，前項に規定するもののほか，副校長，
主幹教諭，指導教諭，栄養教諭その他必要な職員を置
くことができる．
３ 第一項の規定にかかわらず，副校長を置くときそ
の他特別の事情のあるときは教頭を，養護をつかさど
る主幹教諭を置くときは養護教諭を，特別の事情のあ
るときは事務職員を，それぞれ置かないことができる．

テーマ１



学校教育法第60条第1・2項

テーマ１

高等学校には，校長，教頭，教諭及び事務職員を置
かなければならない．
２ 高等学校には，前項に規定するもののほか，副校
長，主幹教諭，指導教諭，養護教諭，栄養教諭，養護
助教諭，実習助手，技術職員その他必要な職員を置く
ことができる．
３ 第一項の規定にかかわらず，副校長を置くときは，
教頭を置かないことができる．



学校教育法第37条各項

６ 副校長は，校長に事故があるときはその職務を代
理し，校長が欠けたときはその職務を行う．この場合に
おいて，副校長が二人以上あるときは，あらかじめ校長
が定めた順序で，その職務を代理し，又は行う．
８ 教頭は，校長（副校長を置く小学校にあつては，
校長及び副校長）に事故があるときは校長の職務を代理
し，校長（副校長を置く小学校にあつては，校長及び副
校長）が欠けたときは校長の職務を行う．この場合にお
いて，教頭が二人以上あるときは，あらかじめ校長が定
めた順序で，校長の職務を代理し，又は行う．

テーマ１



学校図書館法附則2

学校には，平成十五年三月三十一日までの間（政令
で定める規模以下の学校にあつては，当分の間），第五
条第一項の規定にかかわらず，司書教諭を置かないこと
ができる．

テーマ１

学校図書館法附則第2項の学校の規模を
定める政令

学校図書館法附則第2項の政令で定める規模以下の
学校は，学級の数（略）が11以下の学校とする．



テーマ１

学校教育法第37条各項
４ 校長は，校務をつかさどり，所属職員を監督する．
５ 副校長は，校長を助け，命を受けて校務をつかさどる．
７ 教頭は，校長（副校長を置く小学校にあつては，校長及び副
校長）を助け，校務を整理し，及び必要に応じ児童の教育をつか
さどる．
９ 主幹教諭は，校長（副校長を置く小学校にあつては，校長及
び副校長）及び教頭を助け，命を受けて校務の一部を整理し，並
びに児童の教育をつかさどる．
１０ 指導教諭は，児童の教育をつかさどり，並びに教諭その他
の職員に対して，教育指導の改善及び充実のために必要な指導及
び助言を行う．
１１ 教諭は，児童の教育をつかさどる．
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学校教育の諸手続き

テーマ２



学校保健安全法第19条（出席停止）

校長は，感染症にかかつており，かかつてい
る疑いがあり，又はかかるおそれのある児童生
徒等があるときは，政令で定めるところにより，
出席を停止させることができる．

学校保健安全法第20条（臨時休業）

学校の設置者は，感染症の予防上必要があ
るときは，臨時に，学校の全部又は一部の休
業を行うことができる．

テーマ２



学校保健安全法第11条（就学時の健康診断）

市（特別区を含む．以下同じ．）町村の教育委員会は，学校教育
法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学
校に就学させるべき者で，当該市町村の区域内に住所を有するもの
の就学に当たつて，その健康診断を行わなければならない．

学校保健安全法第13条第1項（児童生徒等の健康診断）
学校においては，毎学年定期に，児童生徒等（通信による教育を受

ける学生を除く．）の健康診断を行わなければならない．

学校保健安全法第15条（職員の健康診断）
学校の設置者は，毎学年定期に，学校の職員の健康診断を行わなけ

ればならない．

テーマ２



テーマ２

独立行政法人日本スポーツ振興センター法
施行令第５条第２項第一〜四号
前項第一号，第二号及び第四号において「学校の管理下」

とは，次に掲げる場合をいう．
一 児童生徒等が，法令の規定により学校が編成した教育課
程に基づく授業を受けている場合
二 児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指
導を受けている場合
三 前二号に掲げる場合のほか，児童生徒等が休憩時間中に
学校にある場合その他校長の指示又は承認に基づいて学校に
ある場合
四 児童生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合



学校教育法施行規則第1条第1項

テーマ２

学校には，その学校の目的を実現するために必
要な校地，校舎，校具，運動場，図書館又は図書
室，保健室その他の設備を設けなければならない．

小学校設置基準第9条第1項ほか

校舎には，少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする．
・教室（普通教室・特別教室等）
・図書室，保健室
・職員室



テーマ２

学校教育法第42条

小学校は，文部科学大臣の定めるところにより
当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に
ついて評価を行い，その結果に基づき学校運営の
改善を図るため必要な措置を講ずることにより，
その教育水準の向上に努めなければならない．



cf.）PDCAサイクル

15

Plan
（計画）

Do
（実行）

Check
（評価）

Adjust/Act
（改善）



学校評価の主体による分類

種類 根拠法令 内容・主体

自己評価
学校教育法施行
規則第66条

学校の教職員による
評価

義務

学校関係者評価
学校教育法施行
規則第67条

保護者・地域住民に
よって構成された学
校関係者評価委員会
が，自己評価の結果
について行う評価

努力義務

第三者評価 なし
外部専門家等による
評価

任意



テーマ２

学校教育法第43条

小学校は，当該小学校に関する保護者及び地域住
民その他の関係者の理解を深めるとともに，これら
の者との連携及び協力の推進に資するため，当該小
学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情
報を積極的に提供するものとする．
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時間関係，学校備付表簿等

テーマ３



テーマ３

学校教育法第33条

小学校の教育課程に関する事項は，第二十九条
及び第三十条の規定に従い，文部科学大臣が定め
る．

学校教育法施行規則第51条

小学校（略）の各学年における各教科，道徳，
外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動
のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこ
れらの総授業時数は，別表第一に定める授業時
数を標準とする．



テーマ３

学校教育法施行令第29条

公立の学校（大学を除く．）の学期及び夏季，
冬季，学年末，農繁期等における休業日は，市町
村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市
町村又は都道府県の教育委員会が，公立大学法人
の設置する高等専門学校にあつては当該公立大学
法人の理事長が定める．

学校教育法施行規則第60条

授業終始の時刻は，校長が定める．



時間関係の決定権限の違い（公立学校）

事項 決定権限

教科・科目ごとの標準
授業時数

文部科学大臣

学期及び長期休業日
設置者（市町村又は都
道府県）の教育委員会

授業終始の時刻 校長



テーマ３ 問１

学校教育法施行規則第28条第1・2項
学校において備えなければならない表簿は，概ね次のとおりとする．
一 学校に関係のある法令
二 学則，日課表，教科用図書配当表，学校医執務記録簿，学校歯科医執
務記録簿，学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
三 職員の名簿，履歴書，出勤簿並びに担任学級，担任の教科又は科目及
び時間表
四 指導要録，その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
五 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
六 資産原簿，出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械
器具，標本，模型等の教具の目録
七 往復文書処理簿
２ 前項の表簿（第二十四条第二項の抄本又は写しを除く．）は，別に定め
るもののほか，５年間保存しなければならない．ただし，指導要録及びそ
の写しのうち入学，卒業等の学籍に関する記録については，その保存期間
は，20年間とする．



テーマ３ 問２

学校教育法施行規則第24条第2・3項
２校長は，児童等が進学した場合においては，そ
の作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写
しを作成し，これを進学先の校長に送付しなけれ
ばならない．
３校長は，児童等が転学した場合においては，そ
の作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成
し，その写し（転学してきた児童等については転
学により送付を受けた指導要録の写しを含む．）
及び前項の抄本又は写しを転学先の校長に送付し
なければならない．



テーマ３ 問２

学校保健安全法施行規則第8条第2・3項
２ 校長は，児童又は生徒が進学した場合にお
いては，その作成に係る当該児童又は生徒の健
康診断票を進学先の校長に送付しなければなら
ない．
３ 校長は，児童生徒等が転学した場合におい
ては，その作成に係る当該児童生徒等の健康診
断票を転学先の校長に送付しなければならない．


